
都市と農漁村の交流促進や観光振興に都市と農漁村の交流促進や観光振興に
資する海岸づくり事業資する海岸づくり事業

－地域の活性化に資する海岸の創出をめざして－

　都市と農漁村の交流及び観光振興を推進すべき地域において、地域の個性や
文化を育んできた史跡、景勝岩等地域の文化資源や都市と農漁村の交流に資す
る施設の防護、又は良好な景観を損ねたり海岸利用を妨げるなどしている海岸
保全施設を景観や利用に配慮して改良することで、都市と農漁村の交流促進や
観光振興を支援し、地域の活性化に資するものです。

■
事
業
目
的
■

　都市と農漁村の交流に関する各種事業や地元自治体等との連携の下、以下の
施設整備を実施します。
（１）史跡、景勝岩等地域の文化資源や都市と農漁村の交流に資する施設の　
　防護のための海岸保全施設の整備
（２）既に海岸保全施設が整備され、防護機能が確保されている海岸において、
　　景観や利用に配慮した離岸堤の潜堤化、人工リーフ化等の海岸保全施設の
　　改良（海岸環境整備事業により実施）
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■


